
ドイツ語 ドイツ学科生(2004生）
免許法施行規則で定められた科目の最低単位は必ず満たすこと

免許法規定の科目及び単位数

科目 最低単位数 授業科目　　（　）内は単位数 開講主体
ドイツ語学１単位以上 ドイツ語学研究（２）

中級ドイツ語講読Ⅰ（１）
中級ドイツ語講読Ⅱ（１）
作品講読A（２）
作品講読B（２）
文献講読A（２）
文献講読B（２）

ドイツ文学１単位以上 必　修 ドイツ文学史A（２）
ドイツ文学研究（２）
ドイツ語演劇研究Ⅰ（２）
ドイツ語演劇研究Ⅱ（２）
ドイツ語演劇研究Ⅲ（２）
ドイツ語演劇研究Ⅳ（２）
ドイツ語演劇研究Ⅴ（２）
ドイツ語演劇研究Ⅵ（２）
ドイツの社会と文学（２）
ドイツ文学史B（２）

ドイツ語 １単位以上 ドイツ語コミュニケーションⅠ（２）
コミュニ ドイツ語コミュニケーションⅡ（２）
ケーション ドイツ語作文Ⅰ（１）

ドイツ語作文Ⅱ（１）
ドイツ語作文Ⅲ（１）
ドイツ語作文Ⅳ（１）
上級ドイツ語会話Ⅰ（１）
上級ドイツ語会話Ⅱ（１）
上級ドイツ語作文Ⅰ（１）
上級ドイツ語作文Ⅱ（１）

異文化理解１単位以上 ドイツ研究入門Ⅰ（２）
ドイツ研究入門Ⅱ（２）
ドイツ近代史（２）(2004年度まで）
ドイツの思想と文化（２）
ドイツの政治と社会（２）（2004年度まで）
ドイツ経済研究（２）（2004年度まで）
ドイツ中世史（２）（2004年度まで）
ドイツ現代史（２）（2004年度まで）
ドイツ政治研究（２）（2004年度まで）
ドイツ哲学史A（２）（2004年度まで）
ドイツ哲学史B（２）（2004年度まで）

中二種免 １０単位
中一種免
高一種免

凡例：

(200＊年度のみ)…その年度にのみ認められた科目であり、それ以前あるいはそれ以降に履修しても認められない。

本学の該当科目及び単位数

所要最低
単位

所要最低単位数を超えて修得した単位は「教科又は教職に関する科目」に
充当できる。２０単位

ドイツ

(200□年度まで)…200□年度までに履修していれば認められるが、200□年度以降に履修しても認められない。
(200△年度以降)…200△年度より認められた科目であり、200△年度以前に履修していても認められない。
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中国語 アジア学科生(2004生）
免許法施行規則で定められた科目の最低単位は必ず満たすこと

免許法規定の科目及び単位数

科目 最低単位数 授業科目　　（　）内は単位数 開講主体
中国語学 １単位以上 中級中国語Ⅰ読解（１）

中級中国語Ⅱ読解（１）
中級中国語Ⅲ読解（１）
中級中国語Ⅳ読解（１）

中国文学 １単位以上 必　修 中国古典文学研究（２）
中国現代文学研究（２）

中国語 １単位以上 中国語Ⅰ発音･聴力（１）
コミュニ 中国語Ⅱ発音･聴力（１）
ケーション 中国語時事A（２）

中国語時事B（２）
中国語作文A（２）
中国語作文B（２）
上級中国語会話（１）

異文化理解１単位以上 必　修 中国圏の文化と社会（２）
華人社会研究（２）（2004年度まで）
華人経済研究（２）（2004年度まで）
中国近代史研究（２）（2004年度まで）
中国現代史研究（２）（2004年度まで）
中国経済研究（２）（2004年度まで）
中国古代史研究（２）（2004年度まで）
中国社会研究（２）（2004年度まで）
日本とアジアⅠ（２）（2005年度以降）
日本とアジアⅡ（２）（2005年度以降）
中国欧州交流史（２）（2005年度以降）

中二種免 １０単位
中一種免
高一種免

凡例：

(200＊年度のみ)…その年度にのみ認められた科目であり、それ以前あるいはそれ以降に履修しても認められない。

本学の該当科目及び単位数

所要最低
単位

所要最低単位数を超えて修得した単位は「教科又は教職に関する科目」に
充当できる。２０単位

アジア

(200△年度以降)…200△年度より認められた科目であり、200△年度以前に履修していても認められない。
(200□年度まで)…200□年度までに履修していれば認められるが、200□年度以降に履修しても認められない。
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